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森林環境譲与税の活用事業

森林環境税は、国内に住所を有
する個人に対して令和6年度か
ら課税される国税です。市町村
において、個人住民税均等割と
併せて１人年額1,000円が課税
されます。

◆作業道の整備補修事業
計画的な森林整備を実施
するため、作業道の補修
を行うもの。
（R6実施予定）
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交付税及び譲与税配付金特別会計

国
令和６年度から施行(課税) 令和元年度から施行(譲与)
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森林環境譲与税

公益的機能の発揮

都道府県

市町村
市町村

▶間伐(境界確認、路網の整備を含む)
▶人材育成、担い手確保
▶木材の利用促進、普及啓発など
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水源涵養機能
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森林環境税【1,000円／年】
※賦課徴収は市町村
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森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

森林環境譲与税森林環境譲与税
森林環境譲与税は、市町村によ
る森林の整備やその促進に関す
る事業に充てられる財源です。
都道府県は市町村の支援を行う
こととされています。令和元年
度から市町村と都道府県に対し
て、私有林人工林面積、林業就
業者数および人口による基準で
按分して譲与されています。

◆民有林育成促進対策事業
占冠村森林整備計画に基づき、森林整備を行う小規模
の森林所有者および森林組合に対し、森林整備に係る
実行経費の補助残２分の１以内を助成するもの。

▶ 決算額 :【R2】798千円、【R3】693千円、【R4】695千円

           【R5】545千円（予定）

◆地域林業振興事業
森林施業プランナーが集約化し
た施業予定地内(おおむね15ha
以上)において、高性能林業機械
を活用した皆伐作業を主体とし
て複数の保育作業(公共対象外
の根踏み、下枝落とし、除伐)を組み合わせて実施する
事業者に対し、実行経費の一部を補助するもの。

▶ 決算額 ： 【R4】863千円、【R5】0円（予定）

◆公有林整備事業
植栽苗木が枯死した被害地について、改植を実施する
ことにより更新を図るもの。（R6実施予定）

◆林業労働者退職金共済制度補助事業
村に住所を有する林業従事者を雇用する事業体に対し、
林業労働者退職金共済制度(林退共)の掛け金における
事業主負担分の２分の１を補助することにより、事業
主の負担軽減と林業労働者の福祉向上を図るもの。
▶ 決算額 ： 【R2】415千円、【R3】465千円、【R4】438千円

           【R5】491千円（予定）

◆北海道林業・木材産業人材育成支援協議会賛助金
道立北の森づくり専門学院生の就学支援等の人材育成
に取り組む同協議会に加入し、財政支援(賛助金)を行
うもの。
▶ 決算額 ： 【R2】50千円、【R3】50千円、【R4】50千円

           【R5】50千円（予定）

◆林業担い手対策事業
一定の要件を満たす林業就業者を雇用した事業体に対
し、技術指導補助金(1,000円/人日、年間150日程度)
および住宅補助金(10,000～20,000円/人月)を交付す
るもの。
▶ 決算額 ： 【R4】218千円、【R5】360千円（予定）

◆林業労働安全推進事業
一定の要件を満たす林業就業者を
雇用した事業者に対し、安全装備
品の購入および蜂毒アレルギー防
止対策(エピペン処方)に係る費用
の一部を補助するもの。

▶ 決算額 ： 【R4】140千円、【R5】164千円（予定）

※令和５年度事業の決算額は、決算審査終了後に改めて公表予定です。

タンネナイの作業道タンネナイの作業道

エピペンエピペン

作業イメージ作業イメージ

▶ 決算額 ： 【R2】377千円、【R3】346千円

           【R4】1,245千円、【R5】369千円（予定）

◆木質バイオマスエネルギー導入促進事業
豊富な森林資源を再生可能エネルギーとする木質バ
イオマスの利活用を促進し、「ゼロ・カーボン北海道」
の構築と地域経済の活性化を図ることを目的に、
「薪ストーブ」「薪ボイラ
ー」の購入や設置のほか、
その燃料である「薪」の
購入に対して費用の一部
を補助するもの。

薪ストーブ薪ストーブ

木質バイオマス利用促進木質バイオマス利用促進

◆森林環境譲与税基金積立
林業整備事業などの実施費用に充当するため、基金
の積み立てを行うもの。
▶ 決算額 ： 【R1】2,352千円、【R2】5,000千円

　　　　　 【R3】5,092千円、【R4】6,000千円

　　　　　 【R5】6,000千円（予定）

基金積立基金積立

担い手確保担い手確保

私有林整備私有林整備

村ホームページ

「森林環境税及び森林環境譲与税に
関する法律」に基づき、森林環境譲
与税の使途を村のホームぺージにて
公表しています。

森林環境税森林環境税
森林環境譲与税森林環境譲与税
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